
公共事業評価について

「福島市公共事業評価実施要綱」《趣旨》

・公共事業の効率的な執行とその実施過程の透明性向上

・公共事業を取り巻く状況変化に的確に対応

《対象事業》

事業費：１０億円以上

※修繕・改良、物品購入、災害復旧復興事業、施設の耐震化を行うもので

外部の基準・評価により必要性が判断されている事業などを除く

《評価の視点》

社会経済情勢等の状況

実施による効果

実施後の効果測定

市公共事業評価制度を踏まえ、外部委員で構成する当審議会の意見をいただき事業

を推進する。



土湯地区水道施設整備事業
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１．現状について

（１）主な経緯

・平成２７より水源の渇水による水量低下が度々発生するなど、不安定な状況。

・現有施設は土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ耐震化が急務。

（２）現状と課題

◆昭和27年12月20日、土湯村簡易水道として創設（鷲倉山水源地、油畑配水池築造）

◆昭和30年3月31日、福島市に編入合併

◆昭和49年、油畑配水池拡張

◆平成15年、導水管更新(鷲倉山水源～油畑配水池)

※施設としては簡易水道時代の形態を維持しており、鷲倉山水源からの水を

処理し給水している

【土湯地区事業概要(R6.3.31)】

・給水人口：292人

・給水戸数：106戸

・給水普及率：91.25％
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１．現状について

（３）現有施設等の状況
《現有施設配置図》
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１．現状について

（４）導水量と降雨量

平成30年度

令和4年度
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平成27年より渇水が断続的に発生



１．現状について

（５）これまでの対応等

①平成31年1月、渇水対策本部を設置

渇水時（R5.2.1撮影）通常時（R4.4.20撮影）

《仮設状況写真》

仮設取水施設 仮設膜ろ過設備

《近隣水源からの分水状況写真》

近隣水源(分水箇所)近隣水源(分水箇所)

③近隣の他水源より分水確保

②河川表流水からも供給できるよう仮設設備を整備
(仮設取水施設・仮設導水管・仮設浄水施設)

《第1水源地の渇水状況写真》
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１．現状について

（６）水源地周辺地域調査

渇水時（R5.2.1撮影）通常時（R4.4.20撮影）

〇水源地流域には、取水できるほどの湧水箇所は確認出来ず、周辺での
新たな原水確保は困難

【水源調査内容】

・流域の地形・地質・湧水等、

約120箇所を現地調査

・ボーリング調査2箇所実施

・当該箇所の地質文献調査

《鷲倉山水源地周辺調査箇所図》
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１．現状について

（７）調査結果

渇水時（R5.2.1撮影）通常時（R4.4.20撮影） 渇水時（R5.2.1撮影）通常時（R4.4.20撮影）

１．新たな水源はない
２．水源地は保水力に乏しい地形・地質である
３．近年、雨が短時間で降る傾向にある
４．地下水位は降雨量に即反応する
５．地下水位と湧水量は相関関係にある
６．近年、積雪が少ない

地球温暖化進行による気候変動はさらに大きくなる傾
向にあることから、今後も不安定な状況が続くと推測

平成２７年以降、同様の渇水状況が断続的に発生している
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１．現状について

（８）土砂災害のリスク

渇水時（R5.2.1撮影）

〇想定される自然災害
・油畑配水池は、土砂災害特別警戒区域に指定（R5.2.17）

油畑配水池
(土砂災害特別警戒区域)
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屈坂配水池

屈坂加圧ポンプ所
(土砂災害警戒区域(土石流))



２．比較検討について

（１）３つの整備案について検討
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※検討の前提：水源は鷲倉山水源地以外とする

①荒川(一級河川) ②東鴉川(普通河川)

新たな施設整備
取水施設、浄水施設、加圧ポンプ所、配水
池、導・送・配水管

取水施設、浄水施設、加圧ポンプ所、配水
池、導・送・配水管

加圧ポンプ所、配水池、送・配水管

整備費用 約25億 約25億 約34億

メリット ・選択肢のなかで事業費が低廉
・選択肢のなかで事業費が低廉
・水利権が不要

・水量・水質が安定
・土砂災害リスクが軽減
・浄水施設が不用で管理が容易

デメリット

・水利権取得に必要な取水地点での河川流
量調査や検討・協議・手続きに相当の期間
を要するほか、調査・検討しても余剰水が
なければ取得できない
・既水利権者の承諾が得られるか不透明で
ある
・大雨等による濁水時に取水停止となるな
ど浄水施設の維持管理が大きな負担となる

・当該河川は土砂災害警戒区域、山腹崩壊
危険地区及び地すべり危険地区に指定され
ている
・過去に度々氾濫した経過があり災害リス
クが高い
・大雨等による濁水時に取水停止となるほ
か、臭気(沼沢臭)に対する処理も必要であ
り、浄水施設の維持管理が大きな負担とな
る
・現在は供給に可能な河川流量を確認して
いるが、渇水の懸念が残る

・選択肢のなかで事業費が高価

評価 現状の早期解決を図ることができない 将来に渡る安定供給に不安が残る 将来的に渡る安定供給が確保できる

判定 × × 〇

河川からの取水
③すりかみ浄水場からの水道水に切替え



２．比較検討について

（２）東鴉川からの取水について
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・現状では水量に問題はない調査結果が得られているが、将来的な不安が残る
・当該河川は、土砂災害警戒区域、山腹崩壊危険地区及び地すべり危険地区に指定
・過去に度々氾濫を繰り返し、特に昭和13年には家屋流出5戸・温泉流出1箇所・道路が崩落する
土石流被害が発生

・水道施設設計指針2012「設計の基本事項」では、災害や事故・過去の災害も調査したうえで、
地震・風水害等の自然災害に対する安全性の高い位置の選定を求めている

《位置図》

《昭和13年の土砂災害(土湯村)国土交通省HPより》

《整備案》

〇リスクが多いため整備方針としない



３．整備事業について

（１）整備方針

現有水道施設を廃止し、新たに施設整備を行い、すりかみ浄水場
からの水道水を将来に渡って安定的に供給する。

〇水源が不安定(新たな水源確保は困難）

〇土砂災害リスク、老朽化及び耐震性の不足
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３．整備事業について

（２）整備概要

【整備概要】
・配水池 N＝1箇所 V＝300㎥
・加圧ポンプ所 N＝3箇所
・送水管φ100㎜ L≒5.0㎞

(国道2.2㎞、県道0.5㎞、市道2.3㎞)
・配水管φ150㎜ L≒2.0㎞(市道2.0㎞)
・水管橋 2橋(送水管φ100㎜、配水管φ150㎜)

HWL 257.0m
LWL 252.0m

HWL 547.0m
LWL 543.5m

GL 303.1m

GL 414.1m
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３．整備事業について

（３）整備スケジュール

〇DB(設計・施工一括発注)方式により、工事の効率化とスピードアップを図る。
・令和６～７年：実施設計、令和８～９年：整備工事
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供給開始

令和１０年度令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度区分

　配水地・加圧ポンプ所・水管橋工事

　管路工事

　実施設計

　用地測量・買収等

項目

　契約準備(プロポーザル)

DB
受託者

局

　契約(基本協定・設計委託契約)



3,390,000千円 工事請負費 2,849,000千円
委 託 料 541,000千円

４．経営への影響について

（１）全体事業費

年度 年割額
左の財源内訳

企業債 補助金 留保資金

６年度 167,200 - - 167,200

７年度 222,200 50,000 - 172,200

８年度 928,400 928,400 - -

９年度 2,066,900 2,066,900 - -

計 3,384,700 3,045,300 - 339,400

（単位 千円、税込み）
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土湯地区の年間料金収入は約１６００万円
渇水対策並びに耐震化が必要不可欠かつ急務であるため、
事業実施により水道事業全体の安定供給・基盤強化を図る。



４．経営への影響について

（２）企業債の活用
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・事業費が年間給水収益の約半分に相当する大規模プロジェクト

・ダム水の安定給水を享受する将来世代へ公平に負担を求めるもの

・３０年償還であり、健全経営に早期に支障をきたすものではない。

〈参考〉


